
 
 

福岡市古紙分別保管場所等整備支援補助金交付要綱 
 

（通則） 

第１条 古紙分別保管場所等整備支援補助金（以下「補助金」という。）の交付については、福岡市補助

金交付規則（昭和44年福岡市規則第35号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほか、この要

綱の定めるところによる。 
 

（目的） 

第２条 補助金は、令和２年度に実施する、事業系ごみの分別区分への古紙（紙ごみ）の追加（以

下「分別区分追加」という。）に対応するために、事業者が古紙（紙ごみ）の保管のためにごみ・

資源物置場を整備・改修等（以下「整備」という。）する場合において、その整備に要する費用

についてその一部を補助することにより、適正排出のための基盤整備の促進を図ることを目的と

して実施する。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 事業系ごみ等  

事業者から事業活動に伴って排出された古紙（紙ごみ）を含む事業系一般廃棄物及び資源

物をいう。              

(２) 事業者   

福岡市内に事業所を所有して事業活動を営む法人又は個人をいう。 

(３) 保管場所   

自らが所有する土地又は所有者等の許可を得た土地に設置する、事業系ごみ等を分別して

保管する場所をいう。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要件をすべて満た

す事業者とする。 

(１) 次のいずれかに該当する者 

   ① 保管場所について自ら所有し整備を行うことができる事業者 

   ② 保管場所について所有者から委任を受けて管理を行っており、整備を行うことについての許

可を受けた事業者 

(２) 市税を滞納していない者 

(３) 次のいずれにも該当しない者 

① 福岡市暴力団排除条例（平成22年福岡市条例第30号。以下「暴排条例」という。）第２条第

２号に規定する暴力団員 

② 法人でその役員のうちに前号に該当する者のあるもの 

③ 暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 補助対象者の募集は、公募により実施する。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、分別区分追加に対応するた

めの保管場所の整備に要する費用（消費税及び地方消費税相当額を除く）のうち別表に定める費

用とする。 

 

（補助金の額及び交付） 
第６条 補助金の額は予算の範囲内とし、前条に規定する補助対象経費の２分の１以下とし、１０万円

を上限額とする。なお、交付については、１箇所の保管場所の整備につき１回とする。 



 
 

２ 前項に定める補助金の額に１，０００円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 
 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付

申請書」という。）に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

(１) 交付申請額が確認できる見積書等の書類 

(２)  整備を行う保管場所について、自ら所有すること又は所有者等から許可が得られているこ

とが証明できる書類 

(３)  整備予定箇所の現況写真及び整備内容が確認できる図面等 

(４)  法人の場合は法人登記簿(全部事項証明) 

(５) 個人においては、住民票又は運転免許証等の写し 

(６) 市税に係る徴収金に滞納がない旨の証明書（申請日前 30 日以内に交付を受けたものに限

る。） 

（７） 事業関係者名簿（様式第２号） 

（８） 同意書（様式第３号） 

(９)  その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、交付申請書の内容を審査し、補

助金の交付又は不交付を決定するものとする。 
２ 前項に規定する、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書（様式第４号の１）により、

補助金の不交付を決定したときは補助金不交付決定通知書（様式第４号の２）により、すみやかに事

業者に通知しなければならない。 

３ 市長は、補助金の交付の決定において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項に修

正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 

 
（補助金交付の条件） 
第９条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の各号を補助金の交付の条件として付す

るものとする。 

(１)  第７条各号のいずれかに変更が生じる場合は、あらかじめ補助金交付申請変更届出書（様式第

５号）を市長に提出すること。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 

(２)  整備を中止する場合においては、速やかに市長の承認をうけること。 

(３)  整備が予定の期間内に完了しない場合、又は整備が困難となった場合においては、速やか

に市長に報告しその指示を受けること。 

(４)  次の各号のいずれかに該当するものに整備の全部または一部を委任し、又は請け負わせな

いこと。 

①  暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

    ②  役員のうちに前号に該当するものがいる法人 

    ③  暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者 

 

（申請の取下げ） 

第１０条 第８条の規定による交付の決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）が、そ

の交付申請を取り下げる場合には、補助金交付申請取下書（様式第６号）を速やかに市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかっ

たものとみなす。 

 
 
 



 
 

（交付決定の取消し） 
第１１条 市長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第８条の規定により行った補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
(１) 補助金の交付を辞退したとき。 

(２) 第７条に規定する交付申請書等の書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について不正の行為

を行ったとき。 

(３) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(４) この要綱の規定に違反したとき。 

(５) 第４条に規定する補助対象者の要件を満たしていないことが判明したとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の取消し又は返還の命令について、相当の理

由があると市長が認めたとき。 
２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるも

のとする。 
３ 補助事業者は、本条第１項各号の規定により交付決定を取り消された場合において、すでに補助金

の交付を受けている場合は、期間を定めその返還を求めるものとする。  
 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は整備が完了したときは、補助金実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲

げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

(１)  整備を行った後の現況写真 

(２)  補助対象経費に係る支出の確認ができる領収書等の写し 

(３)  その他市長が必要と認める書類 

 

（交付額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による届出があったときは、補助事業が適正に実施されたことを確

認したうえで、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第８号）により補助

事業者に通知するものとする。 

 

(補助金交付の時期) 
第１４条 市長は、前条に規定による額の確定後に補助事業者から交付請求を受け、補助金を交付する

ものとする。 

 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項は、環境局長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（有効期限） 
２ この要綱は、令和４年３月３１日をもって廃止する。ただし、同日の属する年度以前の年度の予算

に係る補助金については、この要綱は、同日後も、なおその効力を有する。 
３ 前項の規定にかかわらず、前項で定める日以後においてもこの要綱を継続する必要があると認めら

れるに至ったときは、必要な手続きを経てこの要綱を延長することができる。 
 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 
 

別表（第５条関係） 
（１）補助対象経費 

補助対象経費 経費支出基準 
限度額 
（年額） 

保管場所に設置す

る設備等の購入費 

 
整備に必要な物置、コンテナ及びそれらに付随する備品等に

係る経費。 
 

対象経費の

２分の１以

下とし、１０

万円を上限

とする。 

保管場所の整備に

必要な資材等の購

入費 

 
整備に必要な部品材料費及び印刷費等に要する経費。 
 

設置工事費及び修

繕費 

 
整備に必要な塗装、加工、設置工事等に要する経費。 
 

 
その他市長が認め

る経費 
 

福岡市長が特に認める経費 

 

 


